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内
閣
文
庫
蔵

『神
木

入
洛

記
』

『
太
平
記
抜
書
』

の
類
と
し
て
、
付
翻
刻
1

*
長

坂

成

ノ 　

イ丁

 

序

『
太
平
記
』
は
歴
史
的
事
件
を
素
材

に
し
た
史
書
と

い
う
性
格

の
故
に
、
あ
る

い
は
そ
の
分
量
の
膨
大
さ
の
故
に
、
「
抜
書
」
と
か

「
抜
葦
」
と
か
呼
ば
れ
る
抄

出
本
に
よ

っ
て
享
受
さ
れ
る
こ
と
が
少

な
く
な
く
、
そ
れ
ら
具
体
相
の

一
々
は
加

美

宏
氏

『
太
平
記
享
受
史
論
考
』
(
昭
60
、
桜
楓
社
)
の
詳
説
す
る
所
で
あ
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
全
体
の
梗
概
書
の
他
に
、
異
本
校
合
の
所
産
と
し
て
成
さ
れ
た
も

の
、
日
本
の
言
語
と
歴
史
を
学
ぶ
た
め

の
教
科
書
と
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の

(
キ

リ
シ
タ
ン
版
抜
書
)、
特
定
の
個
人

・
家

・
寺
社
に
係
る
記
事
を
関
係
者
が
抄
出

し
た
も
の
、
等
に
分
類
で
き
る
と
い
う

(
同
書
捌
頁
)。

こ
こ
で
扱
う
内
閣
文
庫
蔵

『
神
木
入
洛
年
」
(以
下

『入
洛
記
』
と
略
称
)
は
、

特
定
の
寺
に
か
か
わ
る
抜
書
で
、
南
都
興
福
寺
大
乗
院
の
所
領
で
あ
る
越
前
国
河

　

口
庄
を
斯
波
高
経
が
押
領
し
た
事
件

(貞
治
三
年
36
)
に
端
を
発
す
る
春
日
神
木

ユ

入
洛

・
高
経
の
失
脚

・
神
木
帰
座
の
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
『
太
平
記
』
巻
三
十

九
の

「神
木
入
洛
付
洛
中
変
異
事
」

・

「諸
大
名
諜
高
経
入
道
道
朝
付
大
原
野
花

会
井
道
朝
下
向
北
国
事
」

・
「
神
木
御
帰
座
事
」
(大
系
本
三
40
～
50
頁
)
に
相

4

4

当
す
る
。

該
記
に
つ
い
て
は

『
太
平
記
』
の
出
典
研
究
に
成
果
を
挙
げ
た
後
藤
丹
治
氏
が

早
く
に
注
目
し
、
『
太
平
記
の
研
究
』
(
昭
13
、
河
出
書
房
)
の
中

で
次

の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

太
平
記
と
の
前
後
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
書
は
太
平
記
を

丸
写
し
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
河
口
庄
は
大
乗
院
の
領
地
で
あ

る
か
ら
、
大
乗
院
の
尋
尊
か
誰
か
が
、
太
平
記
の
河
口
庄
関
係
の
記
事
を
抜

書
き
に
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
書
が
太
平
記
と
全
然
同
文
で
あ
る
事
実

を
見
て
も
、
こ
れ
を
太
平
記
の
も
と
に
な

っ
た
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。
む

し
ろ
太
平
記
そ
の
も
の
で
あ
る
(
換
言
す
れ
ば
太
平

記
の
抜
書
で
あ
る
)
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ

ら
う
。

(
42
頁
)

1

簡
に
し
て
要
を
得
た
右
の
解
説
に
付
言
す
る
何
も
の
も
持
た
な
い
が
、
小
稿
で
は

『太
平
記
』
諸
本
の
流
伝
を
考
え
る
立
場
か
ら
少
し
く
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

二

概
要
と
成
立

　
　
　

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
の

『神
木
入
洛
記
』
(
古
文
書

・
二
四

・
四

一
九
)

は
、
破
損
の
恐
れ
が
あ
る
た
め
他
の
大
乗
院
関
係
の
諸
書
と
同
様
に
、
現
物
の
披

見
は
許
さ
れ
ず
紙
焼
写
真
に
拠
る
。
写
真
に
見
え
る
物
差
に
よ
れ
ば
大
き
さ
は
縦

約
二
九
セ
ン
チ

・
横
約
二

一
セ
ン
チ
、
紙
質
は
不
明
、
袋
綴
、
原
本
に
裏
打
ち
補

修
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
文
は
漢
字
片
仮
名
交
り
、

一
面
の
行
数
は
十
～
十
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二
行
、
墨
付
十
丁
、
他
の
文
書
の
紙
背

に

『
神
木
入
洛
記
』
を
書
写
し
た
も
の
で

二
丁
目
表
か
ら
四
丁
目
裏
に
か
け
て
、
五
丁
目
表
か
ら
六
丁
目
裏
、
七
丁
目
表
、

八
丁
目
裏
、
九
丁
目
表
は
裏
文
書
と
交

錯
し
、
判
読
に
苦
し
む
所
が
多
い
。

内
表
紙
中
央
に
本
文
と
は
別
筆

(
か
な
り
新
し
そ
う
で
改
装
時
か
)
で

「
尋
尊

御
筆

神
木
入
洛
記

鵠

舞

」
と
あ
り
、
そ
の
左
下
に

「大
乗
院
」
と
あ
る
。

　　
　

本
文
の
独
特
の
筆
跡
を
、
尋
尊
自
筆
が
確
実
と
さ
れ
る
他
の
文
書
の
筆
跡
と
比
較

す
る
に
、
右
の

「尋
尊
御
筆
」
を
信
頼
し
て
よ
い
よ
う
に
判
断
で
き
る
。
す
な
わ

ち
後
藤
丹
治
氏
が
言
う
よ
う
に
、
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
た
る
尋
尊
が
、
河
口
庄
に

係
る
紛
争
の
記
録
と
し
て

『
太
平
記
』
巻
三
十
九
を
抄
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
尋
尊
が
該
記
を
抄
出
す
る
蓋
然
性
、
お
よ
び
そ
の
年
代
に
つ
い
て
考
え
て

　ご

　

み
た
い
。
越
前
国
坂
井
郡
河
口
庄
は
、
康
和
年
中

(
09
～
10
)
に
白
河
上
皇
が

一

ユ

ユ

切
経
料
所
と
し
て
興
福
寺
に
寄
進
し
た

の
に
始
ま
る
と
い
う
。
本
所
は
興
福
寺
塔

頭
大
乗
院
で
、
そ
の
下
に
院
家
が
給
主
と
な
り
、
在
地
に
政
所
が
お
り
荘
務
を
担

　ヨ
　

当
し
た
。
尋
尊
の

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
お
け
る
河
口
荘
関
係
記
事
は
膨
大

な
分
量
に
及
び
、
彼
の
本
所
領

へ
の
関
心
の
強
さ
と
、
所
領
に
か
ら
む
多
様
な
問

題
の
発
生
を
物
語

っ
て
余
り
あ
る
。
と

こ
ろ
で

『雑
事
記
』
の
中
で

『
太
平
記
』

ヨ

が
書
名
と
し
て
検
出
で
き
る
の
は
僅

か
に
文
明
十
五
年

(48
)
九
月
十
二
日
の
条

　　
　

　
よ

の
み
で
あ
る
。

興
福
寺
五
介
関

・
春
日
貝
菜
関

・
当
門
跡
二
介
所
関
、
此
等

ハ
河
上
之
本
関

也
、
見
太
平
記

一
巻
、
此
外

ハ
停
止
之
、
新
関
出
来
在
之
者
、
為
南
都
申
入

　
　
　

干
京
都
破
之
者
也

(
八
71
下
)

『
太
平
記
』
の
記
事

(巻

一
「
関
所
停
止
事
」)
を
過
去

の
歴
史
的
事
実
と
し
て

捉
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

尋
尊
は
同
様
な
意
味
で
、
河
口
庄

に
か
ら
む
紛
争

の
歴
史
の

一
例
と
し
て
、

『太
平
記
』
か
ら

『入
洛
記
』
を
抄

出
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
『雑
事
記
』

の
索

引
で
検
す
る
限
り
そ
の
行
為
を
明
示
す
る
記
事
は
見
出
せ
な
い
。
但
し
、
そ
の
痕

　

跡
と
し
て
明
応
七
年

(
49
)
二
月
二
十
四
日
の
記
事
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
こ
れ

ユ

に
先
立

つ
二
月
二
十
日
、
畠
山
尚
順
が
万
歳
の
跡
地
を
馬
廻
衆
に
与
え
た
こ
と
に

対
し
て
学
侶
六
方
が
抗
議
し
、
二
十
三
日
、
成
就
院
は
河
内
に
む
か
い
畠
山
尚
順

と
交
渉
す
る
。

一
方
、
寺
門
は
八
方
大
衆
蜂
起
を
考
え
、
「
神
敵
と
成
り
御
罰
を

　　
　

蒙
る
先
例
共
」
を
尋
尊
に
問
う
て
来
た
。
そ
の
先
例
の

一
つ
と
し
て
斯
波
道
朝
没

落
事
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

貞
治
三
年
七
条
禅
門
道
朝
、
就
河
口
庄
事
成
違
乱
之
間
、
八
方
大
衆
以
下
次

　

第
大
訴
、
蒙
神
罰
旨
事
、
神
詫
御
謁
在
之
、

(
十

一
22
上
)

右
の
記
事
で
注
目
す
べ
き
は

「
神
詫
御
認
在
之
」
と
す
る
点
で
、
道
朝
失
脚
事
件

　　
　

に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
史
料

に
録
さ
れ
る
が
、
神
詫
歌

の
存
在
を
記
す

の
は

『太
平
記
』
と

『
入
洛
記
』
の
み
で
あ
る
。
尋
尊
が

『
太
平
記
』
の
該
記
事
に
目

を
通
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
記
事
を
史
実
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が

窺
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
点
ま
で
に
尋
尊
は
既
に

『
入
洛
記
』
を
書
写
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し

『
入
洛
記
』
成
立
の
上
限
は
確
定
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で

『
入
洛
記
』

　　
　

九
丁
目
表
の
紙
背
文
書
に

「
十
月
十
八
日

祐
盛
」
と
み
え
、
十
丁
目
裏
に
は

「祐
盛
僧
都
」
と
か

「宇
智
郡
大
般
若
施
行
」
な
ど
と
あ
り
、
祐
盛
と
興
福
寺
関

　　
　

係
者

(尋
尊
か
)
と
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
来
信
、
あ
る
い
は
覚
書

の
裏
に

『入
洛
記
』
を
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尋
尊
の
周
辺
で

「祐
盛
僧
都
」
な
る

ヨ

人
物
を
検
す
る
に

『
雑
事
記
』
文
明
五
年

(
47
)
九
月
十
日
の
条
に
、

ユ

去
八
日
祐
盛
権
少
僧
都
入
滅

七
+
九
、
無
量
寿
院
坊
主
也

(五
謝
下
)

　

と
あ
る
人
物
に
該
当
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
寛
正
三
年

(
46
)
十

一
月
末
で

ユ

権
少
僧
都
に
任
じ
て
お
り

(
同
年
十
二
月

一
日
条
、
三
脳
上
)、
こ
れ
以
前
は
大

　

法
師
と
し
て
所
見
で
あ
る

(
初
出
は
康
正
三
年
45
三
月
二
十
六
日
条
)
。
す
な
わ

ユ

ち

「祐
盛
」
を

「僧
都
」
と
呼
び
得
る
の
は
寛
正
三
年
十
二
月
以
降
、
従

っ
て
、

右
の
裏
文
書
は
そ
れ
以
降

の
執
筆
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
今
少
し
限
定
す
れ
ば
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り

　

寛

正

四

年

(
46

)
十

月

以
降

、

文

明

四

年

(
47
)

十

月

ま

で

の
間

に

書

か

れ

た

文

ぐ
　
　

く
　
　

書
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て

『入
洛
記
』
は
、
不
要
に
な

っ
た
こ
の
文
書
の
裏
に
抜

書
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
勘
案
し
て
、
『
入
洛
記
』
は
寛
正
四
年
十
月
以
降
、
明
応
七
年

(
娚
)

　り
　

ユ

ニ
月
ま
で
の
間
の
成
立
と
推
定
し
て
お
く
。

三

『
太
平
記
』
と
の
関
係

前
述
の
よ
う
に

『
入
洛
記
』
が
十
五
世
紀
後
半
の
成
立
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ

の
依
拠
し
た

『太
平
記
』
も
当
然
そ

の
頃
ま
で
の
伝
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

　
ロ
　

し
て
こ
の
時
期
ま
で
の

『
太
平
記
』

の
写
本
の
数
は
極
端
に
少
な
い
と
い
う
事
情

を
勘
案
す
れ
ば
、
『
入
洛
記
』
の
本
文

は
抜
書
と
は
言
え
貴
重
な
も

の
で
、

こ
こ

に
翻
刻
す
る
所
以
で
も
あ
る
。

そ
こ
で

『
入
洛
記
』
が
依
拠
し
た

『
太
平
記
』

の
本
文
に

つ
い
て
だ
が
、
『
太

平
記
』
か
ら
の
抜
書
で
あ
る
以
上
、
尋
尊

の
恣
意
に
よ

っ
て
本
文
に
改
変
が
施
さ

れ
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
河
口
庄
と
春
日
社
と
の
関
係
に
つ

い
て
述
べ
る
箇
所
で
、
河
口
庄
は

「春

日
社
毎
日
不
退
ノ

一
切
経
ノ
料
所
ト
シ
テ
」

(校
異
41
頁
上
④
の
部
分
)
重
要
な
荘
園
で
あ

っ
た
と
す
る
が
、
こ
の
詞
章
は
管
見

の

『
太
平
記
』
諸
本
に
は
見
え
な
い
。
『
太
平
記
』
に
は
無
く
と
も
、
春
日
社
興

福
寺
関
係
者
に
と

っ
て
は
不
可
欠
な

一
節
で
尋
尊
が
入
洛
記
に
加
筆
し
た
可
能
性

が
強
い
。
ま
た

〔
4
〕
の
部
分

(校
異
42
頁
上
⑧
の
部
分
)、
佐
々
木
道
誉
主
催

の

大
原
野
花
会
の
様
子
を
詳
述
し
た
も

の
で
、
『
入
洛
記
』
に
は
欠
く
が
す

べ
て
の

『太
平
記
』
諸
本
に
存
す
る
。
こ
れ
な
ど
は

『入
洛
記
』
と
し
て
は
さ
し
て
重
要

で
な
い
閑
事
で
あ
る
た
め
省
筆
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は

〔
7
〕
の
部
分

(校
異
43
頁
上
◎
の
部
分
)
、
『太
平
記
』
は
管
領
道
朝

の
臣
二
宮
信
濃
守
が
、
長
坂

峠
で
追
撃
軍
を
く
い
と
め
奮
戦
し
た

こ
と
を
具
説
す
る
が
、
『
入
洛
記
』
は
こ
こ

も
あ

っ
さ
り
と
大
ま
か
な
経
過
を
記
す
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
他
、
『入
洛
記
』
は

『太
平
記
』
と
は
別
に
独
立
し
て

(春
日
神
木
入
洛
、
あ
る
い
は
神
器
の
先
例
書

と
し
て
)
読
ま
れ
る
た
め
か
、
年
時

・
人
名
を
詳
記
し
た
り
、
心
理
描
写
を
略
す

な
ど
、
抜
書
を
作
る
際
の
加
筆
省
略
を
思
わ
せ
る
箇
所
が
存
す
る
。
『入
洛
記
』

は
文
字
ど
お
り
、
神
木
入
洛
の
記
で
あ
る
た
め
、
依
拠
本
文
を
特
定
す
る
場
合
、

以
上
述
べ
た
程
度
の
事
情
は
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
在
伝
存
し
な

い

『
太
平
記
』
に

『
入
洛
記
』
と
全
同
の
伝
本
が
存
在
し
た
可
能
性
を
完
全
に
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
蓋
然
性
は
極
め
て
う
す
い
だ
ろ
う
。

さ
て

『
入
洛
記
』
が
抜
書
し
た
部
分
に
相
当
す
る

『太
平
記
』
で
は
、
特
に
そ

の
後
半
の
道
朝
が
都
落
ち
す
る
条
り
、
お
よ
び
神
木
帰
座
の
条
に
本
文
異
同
が
甚

だ
し
い
。
記
事
順
序

・
詞
章
の
有
無
を
基
準
に
し
て
、
諸
本
は
ご
く
大
雑
把
に
次

の
三
類
に
分
か
れ
る
。

①
西
源
院
本
の
類

②
毛
利
家
本

・
天
正
本
の
類

③
玄
玖
本

・
南
都
本
の
類

①
は
特
に
神
木
帰
座
の
儀
式
の
描
写
に
他
本
に
な
い
文
飾
が
多
く
、
②
は
道
朝
没

落

.
二
宮
奮
戦
の
部
分
を
詳
述
す
る
特
徴
的
詞
章
を
持
ち
、
記
事
順
序
に
も
異
同

が
あ
る
。
多
く
の
諸
本
は
③
に
属
す
る
。
校
合
の
結
果
、
『
入
洛
記
』

の
本
文
は

③
類

の
う
ち
の
梵
舜
本
に
最
も
近
い
と
判
断
で
き
る
。
例
え
ば
、
道
朝
追
討
の
た

め
に
派
遣
さ
れ
た
軍
勢
の
国
名
で
、
『入
洛
記
』
に

「美
作
」
と
あ
る

(
校
異
43
頁

上
⑪
の
部
分
)
の
は
梵
舜
本
に
の
み

一
致
し

(
他
の
諸
本

の
よ
う
に

「
美
濃
」
が

正
し
い
は
ず
)、
注
意
さ
れ
る
。
翻
刻
の
右
に
梵
舜
本
と
の
校
異
を
示
し
た
が
、

最
も
近
似
す
る
本
文
で
も
見
る
程
度

の
差
異
が
あ
る
。

『入
洛
記
』
が
、
流
布
本
の
直
前

の
段
階

の
本
文
を
持

つ
と
さ
れ
る
梵
舜
本
に

依
拠
す
る
か
と
判
断
で
き
る
と
い
う
結
果
は
、
い
さ
さ
か
意
外
で
あ
る
が
、

一
面

で
は
首
肯
で
き
な
い
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
現
存
梵
舜
本
は
室
町
末
期

(
天
正

　
　レ

年
間
)
の
書
写
で
あ
る
が
、
長
享
二

・
三
年

(
48
48
)
の
本
奥
書
を
持
ち
、
さ
ら

1
1
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に
巻
三
十
九
の
み
だ
が
宝
徳
元
年

(
44
)
の
奥
書
も
あ
り
、
粗
本
は
十
五
世
紀
後

ユ

半
に
潮
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
、
梵
舜
本
は
巻
に
よ

っ
て
本
文
系

統
が
異
な
る
所
謂

「取
り
合
わ
せ
本
」
と
い
う
こ
と
で
、
さ
し
て
顧
慮
さ
れ
る
こ

と
少
な
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
本
文
自
体
は
本
奥
書
が
示
す
よ
う

に
、
十
五
世
紀
後
半

の

『
太
平
記
』
の
本
文
の

一
様
相
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
、

『入
洛
記
」
の
存
在
に
よ

っ
て
逆
に
証
明
で
き
る
わ
け
で
も
あ
る
。

四

結

び

さ
て
興
福
寺
大
乗
院
の
尋
尊
が
十
五
世
紀
後
半
に
依
拠
し
た

『太
平
記
』
の
伝

本
と
な
る
と
、
臆
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
彼
の
父

一
条
兼
良
が
校
合
し
た
本

を
写
し
た
と

い
う
桑
華
書
志
著
録
本

(現
在
存
否
不
明
)
に
思
い
が
及
ぶ
。
鈴
木

　

む

登
美
恵
氏
の
紹
介
に
か
か
る
桑
華
書
志
著
録
本
は
、
永
正
の
頃

(
50
～
52
)
の
書

づ
ロ　

く　
　

写
か
と
推
測
さ
れ

(
松
雲
公
)
、
そ
の
粗
本
は

「
一
条
太
閣
」
(兼
良
)
の
手
に

よ

っ
て

「両
度
之
御
校
」
が
施
さ
れ
た

「
無
双
之
名
本
」

で
、
「
門
跡
御
不
出
之

　
の
　

本
」
で
も
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
門
跡
が
興
福
寺
の
大
乗
院
か

一
乗
院
、
あ
る
い

は
東
大
寺

の
東
南
院
か
は
特
定
で
き
な

い
櫛
"
応
仁
の
乱
を
避
け
兼
良
は
尋
尊
を

　

　　

た
よ

っ
て
興
福
寺
成
就
院
に
身
を
寄
せ
て
お
り

(
46
～
47
)
、
こ
の
間
に
兼
良
校

ユ

　　

合
の

『
太
平
記
』
を
披
見
し
た
可
能
性

は
あ
り
、
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
譲
り

受
け

「
門
跡
御
不
出
之
本
」
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
桑
華
書
志
著

録
本
の
巻

一

「
三
位
殿
局
御
事
」
の
本
文
は

『南
朝
実
録
資
料
』
に
抄
出
さ
れ
て

お
り
、
鈴
木
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
梵
舜
本
系

の
本
文
を
主
体
と
し
た
も
の
と
認

　
け
　

定
さ
れ
て
い
る
。
『
入
洛
記
』
も
ま
た
梵
舜
本
系
の
本
文
に
近
似
す
る
こ
と
を
併

せ
考
え
れ
ば
、
『
入
洛
記
」
が
依
拠
し
た

『
太
平
記
』
が
兼
良
校
合
本

(あ
る
い

は
そ
の
転
写
本
)
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
想
像
も
、
全
く
の
荒
唐
無
稽

で
も
あ
る
ま
い
。

以
上
、
尋
尊
筆

『神
木
入
洛
記
」
の
成
立
時
期
を
十
五
世
紀
後
半
に
、
そ
の
依

拠
し
た

『
太
平
記
」
の
本
文
を
梵
舜
本
系
統
に
特
定
し
、
さ
ら
に

一
条
兼
良
校
合

本

『
太
平
記
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
臆
測
を

つ
ら
ね
た
。
こ
の
想
像
の
裏
付
け
と

な
る
新
た
な
資
料
の
析
出
を
期
し

つ
つ
蕪
雑
な
稿
を
閉
じ
た
い
。

注

(
1
)
宮
内
庁
書
陵
部

蔵

『
大
乗

院
雑

々
記

附
神
木
入
洛
記
』

(
11
68
、
写
本

一
冊

)
の

ユ

前

半
は
本
書

と
同
内
容

で
あ
る
。
罫
線

の
柱
刻
に

「
奈
良
県
」
と
あ

り
、
明
治

の
頃

、

大
乗
院

文
書
が
内
閣
文
庫
に
入
る

(
明
治

二
十

一
年
)
以
前
に
書

写
さ
れ
た
も

の
か
。

判
読
不
能
の
文
字
の
字
体

、
虫
喰

の
形

に
至
る
ま

で
内
閣
本
を
忠
実

に
模

写
し
て
い
る
。

(
2
)
内
閣
文
庫
蔵

『
後
大
慈

三
昧
院

殿
御
記
』
(古

2ー

工
謝
)

・

『
神

木
動

坐
度

々
大
乱

　

類
聚
』
(
古

23
謝
)

.

『
沓

子
元
年
公
方

御
下

向
記
』

(
古

彪

)

.

『
大
乗

院
門

跡

ユ

領
目
録

』

(古

25
48
)
等

。

　

(
3
)

『
国
史
大
辞
典

第
三
巻
』
0
頁

。

　

(
4
)
福

田
秀

一

「
太
平

記
享
受
史

年
表
」
(
日
本
文

学
研
究
資
料
叢
書

『
戦

記
文

学
』

所

収
)
、
お
よ
び

『
大
乗
院

寺
社

雑

事
記

索
引
』

(
5
)

『大
乗
院

寺
社
雑
事

記
』
(
角
川
書
店
刊
)

の
巻
頁
段

を
示

す

。
以
下

同
様

。

(
6
)
鈴
木
良

一

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記

あ

る
門
閥
僧
侶

の
没
落

の
記
録

』
(
昭

58

・
3
、

む
ユ

そ
し
え

て
)

25
25
頁

に
詳
し

い
。

(
7
)

『
大

日
本
史
料

第
六
編
之

二
十

六
』
貞
治

三
年
十

二
月

二
十
日
条
な
ど
。

(
8
)
紙
焼
写
真

の
裏
か
ら

の
透
視
。
『
内
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録

上
』

に
は

「
紙
背

祐

　

盛

・
信
承
等
文
書

」
(
8
頁
下

)
と
注
記
す

る
が

、
「
信
承

」

に

つ
い

て
は
写
真

で
は

1

確
認

で
き
な

か

っ
た
。

(
9
)
但
し
、
永
島
福
太
郎

『
奈
良
文
化

の
伝
流
』
(
昭

19

・
8
、
中
央
公

論
社

)

に
よ

れ

ば

、
「
応
永

二
年

四
月

に
至

っ
て
、
宇
智
郡
は
春
日
社

に
返
付

せ
ら

れ
、
興

福
寺

一
乗

院
を

し
て
そ
の
管

理
に
当

ら
し
め
ら
れ
た
。
」

と

い
う

(
23
頁
)
。

(
10
)
注

(
8
)
の

「信

承
等
文

書
」
も
写
真

で
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
確
か
な
根
拠

に
基

づ
い
て
い
る
は
ず
で
、
こ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
範
囲
は
さ
ら
に
限
定
さ
れ
る
。
尋
尊

　

に
係

り
の
あ
り
そ
う
な
信
承

(
弁
公
)
は
、
明
応
六
年

(
49
)
正
月

三
日
に
五
十
三
歳

1
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む

で

(初
出

の
長

禄
四
年

(
46
)
四
月
二
十
七
日

の
条
に
十
六
歳
と
あ
る
所
か
ら
逆
算
)

ユ

　

没
し

て
い
る

(
『雑
事

記
』
十

一
〇
下
)
。
文

書

そ

の
も

の
か
ら
年

次
が

特
定

で
き

な

ユ

い
以
上

、
紙
背
文
書

は
こ
の
時
点

ま
で
文

書
と
し

て
機
能
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。

従

っ
て

『
入
洛

記
」

の
書

写
は
、
信

承
没
後

と
な
り
、
案
外
に
、
前
述
の
明
応
七
年
二

月

の
先
例
と
し

て
の
道
朝
失
脚
事
件

の
記
事

が
見
え
る
、
そ
の
時
点

で
の
成
立

か
と
推

測

で
き

る
。

(
11
)
加
美
氏
前
掲
書

10

・
79
頁
な
ど
。

(
12
)
鈴
木
登
美
恵

「
太
平
記

の
成
立
と
本
文
流
動

に
関
す
る
諸
問
題
-

兼
良
校
合
本

太

平
記
を
め
ぐ

っ
て
ー

」
(
「
軍
記
と
語
り
物
」

7
号

、
昭
45

・
4
)

(
13
)
注

(
12
)

に
よ
れ
ば
、
「
門
跡
御
不
出
之
本

」
を

「
新
禅
院
善
秀
依
懇
望
被
許
拝

見
」

　

と
い
う
。
こ

の
新
禅
院

に

つ
い
て
は

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
康
正
三
年

(
45
)
四
月

1

二
十

一
日

の
条

に
次

の
よ
う
な
記
事
が
あ

る
。

去

十
八
日

ヨ
リ
東
大
寺
之
内
新
禅
院
逆
修
始
之
云

々
、
唱
導
師
坊
主
也
、
平
家
同
在

之

云
々
、
抑
此
新
禅
院
者
当
門
跡
之
祈
願
所
也
、
傍
中
占

ヨ
リ
当
門
跡
之
領

田
井
庄

内

ニ
テ
寄

進
了
、
井
寄
進
分

之
下
地

ニ
ハ
反
銭

ヲ
モ

一
向
寄
進
了
、
自
余

ノ
祈
願
所

ニ
ハ
反
銭

等
被
閣
事
錐
無

之
、
当
院
事
別
段

ノ
祈
願

タ
ル
間
、
代
々
門
主
致
し
了
、

　

(下
略

)

(
二
2
上
)

1

新
禅
院
と
大
乗
院
門

跡
と
の
こ
う
し
た
密
な
関
係
は
枚
挙

に
い
と
ま
無
く
、
新
禅
院
か

ら
は
度

々
進
物

(曳
茶

・
畑
茶

・
炭

・
串
柿

・
密
柑

・
大
薬
器

・
巻
数
等
)
が
届

い
て

い
る
。

(
14
)
注

(
12
)
に
同
じ

。

〔
付
記

〕

資
料

の
閲
覧

・
複
写

に

つ
い
て
国
立
公
文
書
館
内

閣
文
庫

・
宮
内
庁
書
陵
部

に
御
高

配

を
賜
わ
り
、
前
者

に
は
翻
刻

の
御
許
し
を

い
た
だ
い
た
。
記
し
て
深
謝
申

し
上
げ

る
。
小

稿
は
昭
和
六
十

二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助

金
に
基
づ

く
研
究
成
果

の

一
部

で
あ
る
。

(
87

・
9

・
20
)

翻

刻

・
内

閣

文

庫

蔵

『
神

木

入

洛

記

」

翻
刻

に
際
し

て
は
、
次

の
方
針

に
従

っ
た
。

1

漢
字

・
仮
名

の
別
な
ど
す

べ
て
底
本
の
ま
ま
と
し
た
が
、
旧
字
体

・
異
体
字
等

は
原
則

と
し
て
現
行

の
活
字
体

に
改
め
た
。

2

底
本

に
は
殆
ん
ど
読
点
は
な

い
が
、
通
読
の
便
を
考

え
て
、
私
意

に
読
点
を
付
し

た
。

3

虫
損

・
破
損
等

の
欠
字
、
あ
る
い
は
裏

文
書

と
の
交
錯

に
よ
る
判
読
不
能

の
部
分

は
口

で
示
し
た
。

4

底
本

に
段
落

は
な

い
が
、
通
読
の
便
を
考

え
て
適
宜
段
落
を
施
し

た
。

　
り

り
ム

5

本
文

の
右

に
梵
舜
本

『
太
平
記
』
(
古
典
文
庫
第
九
冊

18
～
20
頁
)
と

の
校
異

を

示
し

た
。

6

「
…

」
は
そ
の
詞
章
を
欠
く

こ
と
を
示
す
。

7

分
量

の
多

い
異
文

、
お
よ
び
注
記
は
末
尾

に
校
異
注
記

〔
1
〕
～

〔
9
〕
と
し

て
掲
出

し
た
。

神
木

入
洛

記

貞
治
三
年

河
口
庄
事

』
(
ー

オ
)
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神
木
入
洛
事

将

軍

●

●

●

●

●

●

・

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●

尾
張
修
理
大
夫
入
道
々
朝

ハ
故
等
持
院
贈
左
大
臣
尊
氏
卜
錦
小
路

ノ
恵
源
禅
門

　

ノ

ゆ

ト

御

兄

弟

合

戦

ノ
時

、

恵

源

禅

門

・
方

二
属

シ

テ
打

負

シ

カ

バ
、

欝

胸

ナ

ヲ

散

セ

ハ

がド

　

　

　

　

が
め

ス
シ
テ
暫
ク
南
方
後
村
上
院
方

二
身
ヲ
寄
ケ
ル
カ
、
当
将
軍
義
詮
朝
臣

ヨ
リ
様
々

テ

弊
礼

ヲ
尺
、シ
テ
頻

二
招
請
シ
給
ケ
ル
間
、
又
御
方

二
成
リ
三
男
治
部
大
輔
義
将
ヲ

執

事

ノ

・

ソ

ラ

レ

●

●

面

二
立

テ
官

領

・
職

二
居

シ
、

武

家

ノ
成

敗

ヲ

・
意

二
任

セ

・
ケ

ル
、

多

年

越

前

ハ

う

ギ

テ

国

.

.

・
ノ
守

護

二

・
在

ケ

レ

ハ

一
国

ノ
寺

社

本

所

領

ヲ
半

済

シ

テ
家

人

共

二
分

ケ

　

ソ

テ
被

行

ケ

ル
、

其

中

二
南

都

ノ
所

領

河

口
庄

ヲ

ハ

一
円

二
家

中

ノ
料

所

二

・
成

シ

此

二
4ー

④
ζ

●

●

●

●

●

●

●

タ

リ

ケ

ル

、

.
所

ハ
毎

年

維

摩

会

ノ
要

脚

タ

ル

ノ

ミ

ナ

ラ

ス
、
…
春

日

社

毎

日

不

退

』

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

コ

(
ー
ウ
)
ノ

一
切

経

ノ
供

料

ト

シ
テ
…、

一
寺

ノ
学

徒

是

ヲ
以

テ
朝

三

ノ
資

ヲ
得

テ
喰

け

　

フ

レ

霞

ノ
飢

ヲ
休

メ
、

夜

窓

ノ
燈

ヲ
挑

テ

聚

螢

ノ
光

二
易

・
而

一
ヲ
近

年

ハ
彼

押

領

二

　

依
テ
諸
事
ノ
料
脚
悉
欠
如

シ
ヌ
レ
ハ
、
維
摩

ノ
会
場

ニ
ハ
柳
条
乱
レ
テ
垂
手
ノ
舞

　

ル

　

ヲ
列
ネ
、
講
問
ノ
床
ノ
前

ニ
ハ
鶯
舌
代

テ
講
頒
ノ
歌

ヲ
唱
フ
、
是

一
寺
滅
亡
ノ
基

又

ハ
四
海
擾
乱
ノ
端
タ
ル
ヘ
シ
、
早
ク
当
庄
押
領

ノ
儀

ヲ
止
テ
大
会
再
興
ノ
礼

二

　

復

セ

シ

メ
給

へ
ト
、

公

家

二
奏

聞

シ
武

家

二
触

レ
訴

フ
、
然

ト

モ
公

家

ノ
勅

裁

ハ

　

　

　

　

成

ル

レ
ト

モ
人

是

ヲ
用

ス
、

武

家

ノ
奉

書

ハ
軽

シ
テ
渡

ス
人

ナ

シ
、
依

之

傲

儀

ノ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

若
輩
氏
人
国
民
等
、
貞
治
三
年
甲
辰
十

二
月
日
春
日
ノ
神
木
ヲ
餌
リ
奉
テ
道
朝
入

　

　

ニ

　

ノ

道

.

・
力

宿

所

ノ
前

へ
振

捨

テ
奉

ル
、

其

日
臆

テ
勅

使

参

リ
迎

・
テ
神

木

ヲ

ハ
」

(2
オ
)
長

講

堂

ヘ
ソ
入

奉

リ

ケ

ル
、

天

子

自

ラ
玉

戻

ヲ
下

サ

セ
給

テ
常

ノ
御

膳

ヲ

下

サ

レ
、

摂

家

皆

高

門

ヲ
掩

テ

日

ノ
御

供

ヲ
奉

リ
給

フ
、

今

澆

末

ノ
風

二
向

テ
大

本

ノ
遠

ヲ
見

ル

ニ
、

政

道

ハ
捨

テ
無

キ

ニ
似

タ

リ

ト
ヰ

ヘ
ト

モ
神

慮

ハ
明

ニ

シ
テ

在

ス
カ

如

シ
、

哀

レ
ト

ク
裁

許

有

レ
カ

シ

ト
人

々
申

合

ケ

レ

ト

モ
、

時

ノ
権

威

ニ

リ

　

　

揮

テ
是

ヲ

申

沙

汰

ス

ル
人

モ
無

リ

ケ

レ

ハ
、

神

女

力

鈴

フ

ル
袖

ノ
上

ヘ

ニ
詫

宣

ノ

む

ノ

　

　

　

　

　

涙
セ
キ
ア
ヘ
ス
神
人
ノ
夙
夜
ス
ル
枕
ノ
下

二
夢
想
ノ
告
止
ム
時
ナ
キ
計

ニ
テ
日
数

　

　

　

　

　

　
　

　

ヲ
送

リ

ケ

リ

　

　

し

ク

同
四
年
五
月
十
六
日
何
レ
ノ
山
ヨ
リ
出
タ
リ
ト
モ
知
ヌ
大
鹿
二
頭
京
中

二
走
出

タ

リ

ケ

ル
カ

、
家

ノ
棟

築
地

ノ
覆

ノ
上

ヲ
走

リ
渡

テ
、
長

講

堂

ノ
南

ノ
門

前

ニ
テ

ク

四
声

鳴

テ

何

レ

ノ
山

へ
帰

ト

モ
見

ス

シ
テ

失

ニ
ケ

リ
』

へ
2
ウ
)

是

ヲ

コ
ソ
不

思

議

ノ
事

ト

云

ヒ
沙
汰

シ
ケ

ル

哩

二
、

同
廿

一
日

耐
助

回

竹

一

随
縮

け
目

モ
鼻

モ

骸

拓

　

　

　

　

　

　

　

　

サ
カ
ヤ
キ
ノ
跡
有
テ
髪
長
々
ト
生
タ
ル
生
シ
キ
入
道
ノ
頸

一
、
七
条
東
洞
院
ヲ
北

ヘ
コ
・
ヒ
儒

り
ト
見

テ
書
消

潔

二
矢

ニ
ケ
リ
蒔

廿
八
日
長
講
堂

ノ
大
庭

ニ

コ
・々

廻

テ
遊

ピ

ケ

ル
童

部

ノ
中

二
、

年

程

十

歳

バ
カ

リ

ナ

ル
カ

、

俄

二
物

二
狂

テ

一
二
丈
ト
ヒ
上
く

跳

ル
事
三
日
三
夜
也
、
参
詣
ノ
人
怪
テ
ヰ
カ
ナ
ル
神
ノ
付

　

　

セ
給

タ

ル

ソ

ト
問

二
、

物

ッ
キ

ロ

ウ

チ
喋

テ
其

返

事

ヲ

ハ
セ

ス

シ

テ

人

ヤ
カ

ッ
神

ヤ

マ
ク

ル

ト

シ

ハ
シ

マ
テ

三
笠

ノ
山

ノ

ア

ラ

ン
カ

キ

リ

ハ

ト
数

万

人

ノ
聞

ク
所

ニ
テ
、

タ
カ

ラ

カ

ニ
一二
反

詠

シ

テ
物

付

ハ
則
醒

ニ
ケ

リ

、

見

　

　

　

　

モ
恐

シ

ク
聞

ク

ニ
身

ノ
毛

モ
ヰ

ヨ

タ

ツ
神

詫

共

ナ

レ

ハ
、

是

二
驚

テ
神

訴

忽

二
裁

許

有

ヌ
ト

覚

ケ

レ
ト

モ
、

ヒ

タ

ス

ラ
耳

ノ
外

二
処

シ

テ
』

(
3
オ
)

三

ケ

年

マ
テ

ハ

閣

レ
ケ

レ

ハ
、
朱

ノ
玉
垣

徒

二
引

ク
人

モ
ナ

キ
御

シ
メ
縄

其

名

モ
長

ク
朽

ハ
テ

＼
、

　

ノ

霜

ノ
白
幣

カ

ケ

マ
ク

モ
賢

キ

・

・
榊

葉

モ
落

テ

ヤ
塵

二
交

ル
ラ

ン
ト
、

今

更

神

慮

ノ
程

モ

ハ
カ

ラ

レ

テ
行
末

ヰ

カ

＼
ト

空

ヲ

ソ

ロ
シ

　

　

　

　

　

　

　

抑

今

.
国

々

ノ
守

護
所

々

ノ
大
名

共

ヲ
見

ル

ニ
、

独

ト

シ
テ
寺

社

本

所

領

ヲ

押

ヘ
テ
領

知

セ

ス
ト

云
者

ナ

シ
、

而

レ
ト

モ
叶

ハ
ヌ
訴

詔

二
退

屈

シ

テ
歎

ナ

カ

ラ
徒

ヌ

レ

ハ

オ

へ

　

　

　

　

　

　

二
黙

止

ス

.

.
国

々

ノ
政

二
僻

事

多

ケ

レ

ト

モ
d
人

是

ヲ
知

ラ
ネ

ハ
答

無

キ

ニ
似

　

　

　

　

タ

リ
、

而

二
此

人
独

リ
ロ

ロ

ル
大

社

ノ
強

訴

二
取

ア

フ
テ
今

二
神

訴

ヲ
得

呪

咀

ヲ

負

ケ

ル

モ
、

・
其

身

ノ
不

祥

ト

ソ
見

ヘ
タ

リ

ケ

ル

　

　

カ
、
ル
処

二
同
十
月
三
日
道
朝
入
道
力
宿
所
俄

二
焼
失
シ
テ
、
財
宝

一
モ
残
ラ

ズ

ヌ

ゑ

コ

ソ

　

　

　

ノ

ス
内
厩
ノ
馬
共

マ
テ
モ
多
焼
死

ニ
ケ
レ
ハ
ス
ハ
ヤ
春
日
大
明
神
ノ
御
崇

ヨ
ト
云
沙

　

汰
セ
妖

議

謬

ル
、
サ
レ
ト
這

朝

ハ
臆
テ
三
条
高
倉

二
屋
形
ヲ
』

(3
ウ
)

建
テ
将
軍
義
詮
ノ
亭

二
腿
尺
シ
給

フ
・
門
前

二
鞍
置
馬
ノ
立
止
隙
モ
ナ
ク
庭
上

二

　ハ
酒

肴

ヲ
昇

列

ネ

ヌ
時

モ

ナ

シ
、

夫

サ

ラ

ヌ
タ

ニ

モ
富

貴

ノ
家

ヲ

ハ
鬼

是

ヲ
睨

ト　

ヰ

ェ
リ

、

何

況

ヤ
神

訴

ヲ
負

ヌ
ル
人

也

、

是

ト

テ

モ
行

末

ヰ

カ

＼
ア

ラ

ン
ト

才

智
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学大良奈

ア

ル

人

ハ
怪

メ

リ

〔3
〕

　

　

モ

　

抑
此
官
領
入
道
卜
申

ハ
将
軍
家

二

・
宗
ト
ノ
御

一
族
ナ
レ

ハ
誰
カ

バ
其
職
ヲ
猜

ば

　

ム
人

モ
有

ル

ヘ
キ

、

又

関

東

ノ
盛

ナ

リ

シ
世

ヲ

モ

婦
見

給

タ

リ

シ
人

ナ

レ

ハ
礼

儀

マ

法

度

モ

サ

ス
カ

今

ノ
人

ノ
様

ニ

ハ
有

ル
[

シ

ケ

レ

ハ
、

是

ソ
誠

二
武

家

ノ
世

ヲ

モ

●

●

心

ノ

ミ

久

ク

治

メ

ン

ス

ル
人

ヨ
ト
覚

ヘ
ケ

ル

ニ
、

諸

人

ノ
意

二
違

フ
事

・

・
有

テ
終

二
身

失

諸

人

之

心

ニ

ヲ
ロ

バ
レ
ケ

ル

モ
、

ロ
ハ
春

日
大

明

神

ノ
冥

慮

二
違

フ
故

カ

ト
覚

タ

リ

・

・

…

磯

け

"
弗

一

ト

に

"
噸
麻

州

峰

調

一

魂

噸

碑

稼

"

ノ
所

領

二
五

十

分

一
ノ
武

家

役

　

　

ヲ
毎

年

懸

ラ

レ

ケ

ル

ヲ
、

此

官

領

ノ
時

二
成

テ

ニ
長

分

一
ニ
ナ

サ

ル
、

是

天

下

ノ

　

ス

　

　

ニ

ゑ

ゆ

　

が

な

人

ノ
先

例

二
非

ス
ト

テ
憤

ヲ
含

ム
処

也

』

(
4
オ
)

第

ニ

ニ

ハ
将

軍

ノ
亭

・

…

叫
磁

に
噸
画

ヲ
立

ラ

叫

"
ル

＼
時

、

一
殿

一
閣

ヲ
大

名

一
人

ツ

＼
二
宛

デ

喉
避

テ

　

　

　

　

　

　

タ

ケ

ル

カ

セ
ラ
ル
挙
句

二
赤
松
律
師
則
祐
モ
其
人
数
ナ
リ

…

作
事
遅
々
シ
テ
期
日
織

二か

過

ケ

レ

ハ
、

法

ヲ
犯

ス
過

ア

リ

ト

テ
新

恩

ノ
地

大

庄

一
所

没

収

セ
ラ

ル
、

是

又

則

　

ス

　

祐
力
恨
ヲ
含
ム
随

一
也
、
第
三

ニ
ハ
佐

々
木
佐
渡
判
官
入
道
々
誉

ハ
、
五
条
ノ
橋

な

ヲ
渡

ス

ヘ
キ

奉

行

ヲ
奉

テ
京

中

ノ
棟

別

ヲ
取

ナ

カ

ラ

、
事

大

営

ナ

レ

ハ
少

シ
延

引

ザ

ノ

ト

　

　

　

　

ノ

シ
ケ

ル
ヲ
励

シ

・
・
テ
道

朝

一
人

シ

テ
他

・
カ

ヲ

モ

カ

ラ

ス
民

ノ
煩

ヲ

モ
成

サ

ス

、

　

　

　

　

　

ケ

ル

　

　

五
条

ノ
橋

ヲ
数

日

ノ
間

ニ
ソ
渡

シ
出

シ
ロ

ロ

、

是

又

道

誉

面

目

ヲ
失

フ
事

ナ

レ

ハ
、

ニ

ぬ
ロ

ル

　

　

　

　

　

是

程

ノ

フ

ン

レ

ヰ

ヲ

ハ
致

サ

ン

ス

ル
ナ

リ

ト

テ
、

便

宜

ヲ
目

ツ
ケ
耳

ニ

フ
レ

テ

ソ

　

　

　

　

相
待
ケ
リ

懸

ル

処

二

柳

営

庭

前

之

花

釦

紫

ノ

色

ヲ

交

テ

其

興

類

ヒ

無

リ

ケ

レ

ハ

道

朝

樽

々

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

漏

哺
隔

、膨

謡

.…
誰

三
月
四
日
幕

串
沙
汰
ニ
テ
将
軍
御
梱
髪

チ

腔

ト

ノ

遊

宴

ア

ル

へ

/

ト

テ

被

催

殊

史

道

●

ニ

ソ

●

●

●

●

ル

道

ケ

ル

ニ
兼

ヨ
リ
」
(4
ウ
)

判

官

入

道

…

々
誉

モ
其
御

人
数

二
相

触

テ

ケ

レ

ハ

　

ボ

テ

け

あ

タ

リ

ケ

ル

カ

　

　

参

ル

ヘ
キ

由

領

状

シ
テ

・

…

態

卜
引

違

テ
其

日
京

中

ノ
道

々

ノ
物

ノ
上

手

共

●

皆

席
ヲ

粗

テ

・

…

ヲ

独

モ

残

サ

ス

・
引

具

シ

テ

大

原

野

ノ

花

ノ
下

二
宴

ヲ

儲

ケ

ル

、

其

ノ

ア

リ

サ

マ

。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

囮

二

⑧
〔4
〕

前

代

ニ

モ

末

代

ニ

モ

ア

リ

カ

タ

カ

リ

シ

荘

厳

也

又

類

ヒ

ナ

キ

遊

ヲ

ソ

シ

タ

リ

ケ

ル

　

　

　

ノ

ケ

レ

　

・
此

事

…

口
遊

卜
成

テ
官

領

ノ
方

へ
聞

エ

シ
カ

バ
、

是

ピ
只
我

力
申

沙

汰

ス

　

ル
将

軍

家

ノ
花

ノ
ド

ノ
会

ヲ

カ

バ
ユ
ケ

ナ

ル
遊

共

カ

ナ

ト

欺

ケ

ル
者

也

ト
安

カ

ラ

被

ケ

ル

●

ヌ
事

ニ

ソ

・
思

口

口

口

口

、

サ
リ

ナ

カ

ラ

モ
是

ハ
心

中

ノ
憤

ニ
テ
公

儀

二
出

ス

へ

　
　

お

　

　

　

キ
処
ロ
ナ

ラ

ス
、
哀

レ
道

誉

何
事

ニ
テ

モ
公

方

事

二
付

テ
法

ヲ
犯

ス
事

ア

レ

カ

シ

、

ヲ

ノ

　

　

辛
ク
沙
汰

・
致
サ
ン
ト
心
ヲ
付
テ
待

レ
ケ
ル
処

二
、
廿
分

一
ノ
武
家
役

…

両

　

　

　

年

マ
テ

沙

汰

セ
サ

リ

ケ

ル
間

、
管

領

ス

ハ
ヤ
究

寛

ノ
罪

科

ハ
』
(
5
オ
)

出

来

シ

ヌ

　

ト
喜
テ
、
道
誉
力
近
年
給
タ
ル
摂
州

ノ
守
護
職
ヲ
改
メ
同
キ
国
ノ
旧
領
多
田
庄
ヲ

ヂ

ま

　

　

　

没
収

シ
テ
政
所
料
所

ニ
ソ
成
タ
リ
ケ
ル
、
依
之
道
誉
力
欝
憤
等
閑
ナ
ラ
ス
、
何

二

　

　

　

　

モ

シ
テ

此
管

領

ヲ
失

ハ

ハ
ヤ

ト

思

テ
諸

大

名

ヲ
語

フ

ニ
、

六

角

判

官

入

道

ハ

一
家

　

　

　

ノ
惣
領

ナ

レ

ハ
本

ヨ
リ

子

細

ナ

シ
、
赤

松

ハ
智

也

ナ

シ

カ

バ
異

議

二
及

ヘ
キ
、

此

ノ

　

　

　

外

・
大

名

土
ハ
モ
大

略

ハ
道

誉

力

申

ス

ニ
譜

ハ
ス
ト

云
者

無

リ

ケ

レ

ハ
、

事

二
触

テ

　

ま

ソ

　

　
ヨ
ロ

此

管

領

天

下

ノ
世

務

二
叶

マ
シ
キ

由

ヲ

ソ
将

軍

・
へ

・
諜

シ
申

ケ

ル

・
道

朝

処
口
無

シ
テ
忽

二
討

ル

ヘ
キ

ニ
定

マ
リ

ニ
ケ

リ

、
此

隷

コ
内

々

崩

⑭
"
六

角

判

官

入

道

崇

　

　

　

　

永

二
仰

ラ

レ
テ

江

州

ノ
勢

ヲ

ソ

・
召

上

サ

レ
ケ

ル

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

し

ーー

ヲ

八

月

四

日

晩

景

ユ

ほ

同
五
年
八
月
四
日
此
由
ヲ
道
朝

…

伝

へ
聞
テ
ロ
ロ

・
…

二
将
軍
ノ
御

ノ

前

二
参

リ

テ
申

サ

レ
ケ

ル

ハ
、

御

不
審

ヲ
蒙

ル
由

内

々
告

知

ス

ル
人

ノ
候

ツ
レ

ト

於

身

人

ノ

謬

ニ

テ

ソ

候

ラ

ン

ト

モ

・

・
不

忠

不

義

ノ
事

候

ハ
ネ

ハ
申

入

二
及

ハ
ス

・

・

…

愚

意

ヲ
遣

候

ツ

ル

　

　

ニ

テ

ば

二
、
昨
日
江
州
ノ
勢
共
少
々
合
戦
ノ
用
意
口
口
罷
上

ニ
ケ
ル
由
承
及
候

ヘ
ハ
、
風

　
　

ロ

聞
ノ
説

ハ
ヤ
実

ニ
テ
候
ケ
リ
ト
任
ヲ
取
テ

ハ
然
口
口
舜
速
事
候

ハ
＼
国
々
ノ
勢
ヲ

　

テ

ソ
召

ル

＼

マ
テ

モ
候

マ
シ
、

侍

一
人

二
仰

付

ラ

レ
テ
忠

諌

ノ
下

二
死

ヲ
賜

リ
衰

老

　

ヲ

　

　

ノ
後

二

耐

・
曝

サ

ン
事

何

ノ
子

細

力

候

ヘ
キ

ト

、
恨

ノ
面

二
涙

ヲ
拭

テ
切

二
申

サ

　

　

レ
ケ

レ

ハ
、
将

軍

モ
理

二
服

シ

タ

ル
体

ニ
テ

差

タ

ル
御

言

モ
ナ

シ
、

良

久

シ

ク
黙

ク

テ

然

ト

シ
テ

涙

ヲ

一
目

二
浮

へ
給

フ
、

暫

・
有

・
道
朝

ス
テ

ニ
退

出

セ

ン
ト

セ

ラ

レ

　

ケ

ル
時

、

将

軍

席

ヲ
近

付

給

テ
条

々

ノ
趣

キ

ケ

ニ
モ
サ

ル
事

ニ
テ
候

へ
共

、

今

ノ

　

　

ノ

ろ

世

ノ
中

我

力

心

二
任

タ

ル
事

ニ
テ

モ

ナ

ケ

レ

ハ
、
暫

ク
越

前

国

・

・

へ
下

向

ア

テ

　

　

諸

人

ノ
申

ス
所

ヲ

モ
宥

メ

ラ

レ
候

ヘ
カ

シ
ト

ノ
給

ヘ

ハ
、
道

朝

畏

テ

承

リ
候

ヌ
ト

　

　

テ

臆

テ

退

出

セ

ラ

レ

ヌ
、

サ

ル
程

二
崇

永

兼

ヨ
リ
』

(6
オ
)

用
意

シ
タ

ル
事

ナ

レ

ハ
稠

シ
ク

ヨ

ロ
ヒ

タ

ル
兵

八

百

余

騎

ヲ
卒

シ

テ
、
将

軍

ノ
御

屋

形

へ
馳

セ
参

シ

四
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ヲ

　

門

ノ
警

固

仕

ル
、

是

ヨ
リ
京

中

ヒ

シ
メ

キ
渡

テ
将

軍

へ
馳

参

ル
武

士

モ

ア
リ

管

領

へ
馳

参

ル
人

モ

ア

リ
、

噸

噌

嫁

唖

一
両

陣

ノ

ア

ワ

ヒ
撫

二
半

町

斗

ナ

レ

ハ
何

レ

ヲ

　

敵

キ

何

レ

ヲ
御

方

ト

モ
見

ワ

カ

ス
、

道

朝

始

ハ

一
箭

射

テ
腹

ヲ
切

ラ

ン
ト

企

ケ

ル

　

　

力
将
軍
ヨ
リ
三
宝
院
僧
正
賢
俊
ヲ
御
使

ニ
テ
度
々
宥
メ
仰
ラ
レ
ケ
ル
間
、
サ
ラ
ハ

ト

テ

眺

咽

圷
桐

副
礒

"
碇

副

酢

胡

詐

砿

θ

"

η
い

の

嚇

6
咄

け

説

琳

蛇

ン

櫓

カ

リ

ナ

ン

　

サ
ハ

ニ

　

　

　

ゑ

モ

コ

ソ

ア

レ

ト

テ

ノ

　

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

・

.

…

八

月

八

日

・
夜

半

斗

二

、

二

宮

ノ

　

　

　

ヲ

信
濃
守
五
百
余
騎
ヲ
卒
シ
テ
高
倉
西
ノ
門

ヨ
リ
将
軍
家

へ
押
寄

ル
体

二
見
セ
テ
時

　

　

な

へ

　

ノ
声

ヲ

ソ
揚

タ
リ

ケ

ル
、

是

ヲ
聞

テ

・

…

馳

参

集

リ

タ

ル
大
勢

共

内

二
入

ラ

セ

キ

　

ン
ト

ス

ル

モ

ア
リ

外

へ
出

ト

ス

ル

モ
ア

リ
、

何

ト

云
事

モ
ナ

ク

ヲ

シ
合

フ
程

二

・

ノ

が

ゆロ

ヲ

サ

レ

ラ

レ

　

.

.

.

.

.

.
太

刀

長

刀

ヲ
取

ヲ

ト

モ
馬

物

具

ヲ
失

フ
物

モ
数

ヲ
知

ス
、
未

タ

戦

ザ

ル

禍

蒲

塙

ノ

中

ヨ

リ

出

タ

リ

ト

ソ

見

ヘ

タ

リ

ケ

几

此

ヒ

ニ
モ
及

ハ
ヌ

サ
キ

ニ
命

ヲ
失

者

共

』
(
6
ウ
)

カ

ス
ヲ
知

ス

ア
サ

マ
シ
カ

リ

シ
所

也

ン

メ

キ

ノ

　

レ

ニ

　

　

　

ノ

ヲ

マ

ノ

.

.

.

.

・

.

・
道

朝

ハ
北

国

二
一二
百

余

騎

口

勢

ニ
テ

・
長

坂

ヲ
経

テ
越

前

ヘ
ソ

隷

ケ
ル
、
似

〔∵

重

斗
モ
落
ノ
ヒ
ゲ
惚

壷

ブ
謂
議

け
二
宮

ハ
紮

跡
ヲ
追
テ
落
行

・
杣
山
ノ
城

二
籠
リ
子
息
治
部
大
輔
義
将
ヲ
栗
屋
ノ
城

二
籠
テ
北

ヘ

ン

国
ヲ
打
順
ム

・
ト
議
セ
ラ
レ
ケ
ル
間
、
将
軍
サ
ラ

バ
討
手
ヲ
下

セ
ト
テ
畠
山
尾
張

守
義
深
、
山
中
中
務
大
輔
、
佐
々
木
治
部
大
輔
高
秀
、
土
岐
左
馬
助
、
佐
々
木
判

官
入
道
崇
永
、
舎
弟
山
内
判
官
入
道
崇
誉
、
赤
松
大
夫
判
官
、
同
兵
庫
助
範
顕
、

此
外
B
ロ
能
登
加
賀
若
狭
越
%

美

作

近

江
ノ
国
勢
相
土
ハ
ニ
七
千
余
騎

同
年

ノ

　

　

　

　

ノ

　

　

　

　

　

.
十
月
ヨ
リ
杣
山
栗
屋
ニ
ケ
所
城
ヲ
囲

テ
日
夜
明
暮

二
攻
ケ
レ
ト
モ
、
城
廓
高
ク

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

キ

　

モ

喰
シ
テ
兵
根
モ
水
木
モ
乏
カ
ラ
ネ

ハ
何
年
攻

ル
ト
モ
此
城
落
サ
ル
ヘ
シ
ト

ハ
見

へ

　

　

　

　

　

サ
リ
ケ
リ
、
カ

＼
ル
処

二
翌
年
七
月

二
大
夫
入
道
々
朝
俄

二
病

二
侵
サ
レ
テ
逝
去

ニ

シ
ケ

レ

ハ
』

(7
オ
)

子

息

治

部

大

輔

義

将

サ

マ
く

・
歎

申

サ

レ

ケ

ル

ニ
依

テ

、

同
九
月

二
宥
免
安
堵
ノ
御
教
書
ヲ
成
レ
テ
京
都

へ
召
返
サ
ル
、
降
人
ト
成
テ
京
都

越

中

テ

タ

リ

へ
被
出
ケ
リ
、
暫
ク
有
テ
北
国
ノ
討
手

ヲ
承
リ
桃
井
播
磨
守
直
常
ヲ
退
治

シ
テ

・

シ

カ

ハ

ノ

守

護

職

二

被

補

●

●

・

・

.
頓

テ
越

中

国

ヲ
拝

領

ス

・

・
、

是

ヨ
リ

北

国

ハ
無

為

二
成

ニ
ケ

リ
、

サ

テ

　モ
此
濫
膓
抑
道
朝
力
僻
事

ハ
何
事
ソ
ヤ
、
楚
ノ
屈
原
力
泪
羅
ノ
沢

二
吟
テ
天
下
皆

ヘ

ラ

酔

ヌ
リ
我
レ
独
リ
醒
タ
リ
ト
世

ヲ
憤

ヲ
、
漁
父
笑
テ
天
下
皆
酔
テ

ハ
何

ソ
其
糟
ヲ

ダ

け

ヲ

ス

も

ラ

サ

ラ

ン

ト

ゆ

喰

サ

ル

ト

・

・

・

・

・

・

・

…

歎

テ

、

槍

浪

ノ
月

二
樟

サ

シ

＼

モ

ケ

ニ

ヤ

サ

ル
道

モ
有

ケ

リ

ト
思

知

ル

＼
代

ニ
ナ

リ

み
。
〕

大

夫

入

道

●

サ

テ

モ

.

.道

朝

都

ヲ
落

テ
後

越
前

国

河

口
庄

ヲ
南

都

二
返

シ
付

ラ

レ

シ

カ

バ
、

　

　

　

　

　

　

神
訴
忽

二
落
居
シ
テ
貞
治
五
年
八
月
十
二
日
二
神
木
御
帰
座

ア
リ
、
刻
限

ハ
卯
時

ト
定
ラ
レ
タ
ル
ニ
其
暁

ヨ
リ
雨
暗
ク
風
暴
カ
リ
シ
カ

バ
、
天
ノ
怒
猶
何
事

ニ
カ
残

　

リ

　

ル

ラ

ン

ト
怪

シ

カ

リ

シ

ニ
』
(
7
ウ
)

其
期

二
臨

テ
雨

晴

レ
風
静

・
テ
天

気

モ
殊

二

　

　

　

　

　

麗

シ

カ

リ

シ

カ

バ
、

是

サ

へ
人

ノ
意

ヲ
感

セ

シ
メ

タ

リ
、

先

ツ
南

曹

弁
万

里

小

路

　

ヲ

エ

ス

　

　

　

ノ
嗣
房
参
シ
テ
諸
事
ノ
奉

・
ヲ
取
給

フ
、
午
刻
計

二
鷹
司
左
大
臣
殿
冬
通
、
九
条

　

　

　

ユ

ト

よ

大
納
言
殿
忠
基
、

一
条
大
納
言
殿
房
経
、
以
下
大
中
納
言
、
大
理
等

・
次
第

二
参

　

　

ぱ

　

　

　

　

　

リ
給
フ
、
二
条
関
白
太
政
大
臣
良
基
御
着
座

ア
レ
ハ
、
数
輩

ノ
僧
綱
以
下
御
座
ノ

ニ

ノ

前

へ
下
テ
其
礼
ヲ
致

ス
、
是

レ
時

ノ
長
者

ノ
験

シ
也
、
出
御

ノ
程

二
成

ヌ
レ
ハ
数

万
人
立
双
b
タ
ル
大
衆
ノ
中

ヨ
リ

一
人
進
む
出
テ
賄
愈
議
顕
弾
み
し
曙
"
話
儲
"

ヲ

連

ネ

タ

リ

姦

議

・

ニ

ナ

.

.

.

.

.

.
事

ヲ

ワ

レ

ハ
握

ノ
屋

・
乱

声

ヲ
奏

ス
、

翁

如

タ

ル
声

ノ
中

二
布

留

ノ
神

宝

ヲ
出

シ
奉

ル
、
関
白

殿

以
下

ノ
卿
相

雲

客

席

ヲ
避

テ
皆

脆

キ

給

フ
、

其

次

ニ

ハ

本
社
ノ
御
榊
五
所
ノ
御
正
体
、
光
明
赫
変
ト
シ
テ
ユ
ス
リ
出
サ
セ
給

ヘ
ハ
、
数
千

ノ
神
官
共
覆
面
ヲ
シ
テ
各
捧
ケ
奉

ル
、
両
列
ノ
伶
倫
道
々
還
城
楽
ヲ
奏
シ
テ
正
始

ノ
声
ヲ
調

へ
、
神
人
警
鐸
ノ
声

ヲ
揚
テ
、
非
常
ヲ
誠
シ
幽
』
(8
オ
)
赤

戚
仕
丁
白

　

ス

杖

ヲ
持

テ
御

前

二
立

テ
黄

衣

ノ
神

人

、

神

宝

ヲ
頂

戴

シ

テ
続

々

二
順

フ
、

其

外

社

司

束

帯

ヲ
着

シ

テ
列

ヲ
引

ク
、

関

白

殿

ハ
柳

ノ
下

重

二
綜

鮭

ヲ

メ

シ

テ
、

ア

タ
リ

モ
輝

バ
カ

リ

ニ
歩

出

サ

セ
給

ヘ

ハ
、

前

駆

四
人

左

右

二
順

ヒ
、

殿

上

人

一
人

御
裾

ヲ

モ

ツ
、

随

身

十

人

有

ト
云

ト

モ
態

ト
御

前

ヲ

ハ
追

ス
、

神

行

二
恐

ヲ

ナ

シ
奉

故

　

　

　

也
、
其
次

ニ
ハ
鷹
司
左
大
臣
殿
、
今
出
川
大
納
言
公
直
、
花
山
院
大
納
言
兼
定
、

　

　

　

　

　

　

　

九
条
大
納
言
殿
、

一
条
大
納
言
殿
、
坊
城
大
納
言
俊
冬
、
四
条
中
納
言
隆
家
、
西

　

　

　

　

　

　

園
寺
中
納
言
公
永
、
四
条
宰
相
隆
右
、
洞
院
宰
相
中
将
公
頼
、
殿
上
人

ニ
ハ
左
中

将
忠
頼
、
右
中
将
季
村
、
新
中
将
親
忠
、
左
中
弁
嗣
房
、
新
中
将
基
信
、
蔵
人
左
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要紀

 

学大良奈

中
弁
宣
方
、
権
右
中
弁
資
康
、
蔵
人
左
少
弁
仲
光
、
右
少
弁
宗
顕
、
右
少
将
為
有
』

ス

ト

(8
ウ
)
、

右

少

将

兼

時

d

・
行

装

ヲ
整

へ
威

儀

ヲ
正

シ

テ
列

ヲ

ナ

シ
給

ヘ

ハ
供

奉

　

　

ノ
大
衆
二
万
人
各
貝
ヲ
吹
ツ
レ
テ
前
後
淵
余
町

二
支

ヘ
タ
リ
、
盛
乎
朝
廷
無
事
ノ

化
、
遠
ク
天
児
屋
根
ノ
昔

二
立
帰
リ
、
博
陸
具
胆
ノ
徳
、
再
ヒ
高
彦
霊
尊
ノ
勅
ヲ

ノ

新

ニ
シ
給

ヘ
リ

、

誠

二
利

物

ノ
垂

跡

、

順

逆

ノ
縁

二
和

光

ヲ
給

ハ
ス

ハ
今

力

＼

ル

神

幸

ヲ
拝

シ
奉

ル

ヘ
シ

ヤ
ト

、

岐

二
満

ル
見

物

衆

ノ
神

徳

ヲ
貴

ヌ

ハ
無

リ

ケ

リ

〔
9
〕

(懐

雅
か
V

(
都
孝

今
度
興
福
寺
別
当
大
僧
正
孝
覚
依
所
労
不
ヒ
洛
権
別
当
僧
正
口
口
大
乗
院
大
僧
口

か

　
口

尊

以

下

L

洛

云

』

(9
オ
)

応
安
四
年
十
二
月
二
日
神
木
入
洛
着
御
長
講
堂

同
七
年
十
二
月
十
七
日
帰
座
各
裁
許

康
暦
元
年
八
月
十
三
日
神
木
入
落

同
二
年
十
二
月
十
七
日
神
木
押
御
帰
座
』
(-o
オ
)

(
校
異
注
記
)

〔
1
〕

『
神
木
入
洛
記
』

の
こ
こ
ま

で
は
、
既

に

『
大

日
本
史
料

第

六
編
之

二
十
六

』
に

翻

刻
が
あ
る
(
10
～

13
頁
)
。
梵
舜
本
は
こ
こ
か

ら

「
鹿
入

都

井
入
道

頸
事

」

(
87
頁

)

4

4

1

と
し

て
章
段
を
改
め

る
。

〔
2
〕
梵
舜
本

「春

日
御
崇
事
」
(
88
頁

)
と
し

て
改

章

。

1

9

〔
3
〕
梵
舜
本

「諸

大
名
諜
道
朝
事
」
(
8
頁

)
と
し

て
改

章

。

1

〔
4
〕
梵
舜
本

は
こ
こ
に

「
麓

二
車

ヲ
駐

テ
手

ヲ
採

テ
碧
羅

ヲ
墓

ル

ニ
曲
径

通

二幽

処

乞
、

禅
房

二
花
木
深

シ
、
寺
門

二
当

テ
湾
渓

ノ
セ

＼
ラ
キ
ヲ
渉

レ
ハ
…
…

(中

略
)
・

牡
丹
妖
艶

ノ
色

ヲ
風

セ
シ
モ
ケ

ニ
サ
コ
ソ
有

ッ
ラ
メ
ト
思
知

ル

＼
許

也
」

(
酬
頁
弓
～

ヨ9
頁
3
)
と

い
う
大
原
野
花
会

の
様
を
叙
し

た
長
文

が
入

る
。

1

〔
5
〕
梵
舜
本

「
魯
嬰
有

レ言
日

ク
衆

ノ
悪
之
必
察

焉
、
衆
好
之
必
察

焉

、
或
其

衆
阿

党
比

周
好
ス
ル

事

ア
リ
、
或

ハ
其
人
特
立

テ
不
群

ニ
シ
テ
悪

ル
、
事

ア
リ

、
殿
誉

共
二

不

レ

察

ア
ル

ヘ
カ

ラ
ス
、
諸
人

ノ
読
言
遂

二
真
偽

ヲ
不

レ糺

シ
カ

バ
」
(
94
頁

弓
～
95
頁

1
)。

1

1

〔
6
〕
梵
舜
本

「
抑
道
朝
以
元

二才
庸
愚

ノ
身

ヲ
、
大
任
重
器

ノ
職

ヲ
汚

シ
候

ヌ
レ

ハ
、
議

言

モ
多
ク
候
覧

ト
覚
候
、
而

ル
ヲ
諜
者

ノ
御
糺
明

マ
テ
モ
元

テ
御

不
審

ヲ
可

レ蒙

ニ
テ
」

(
95
頁

7
～

10
)

1

〔
7
〕
梵
舜
本

「
諸
大
名

ノ
勢
共
疲

レ

ニ
乗

シ
テ
打
止

メ
ン
ト
追
懸

タ
リ
、
二
宮
長
坂
峠

二

磐

テ
ー
-
-

(
中
略
)
…
…
又
道
朝
二
宮

ヲ
待
付

テ
越
前

へ
下
着

シ
臆

テ
我
身

ハ
」
と

い

う
二
宮
信
濃
守
奮
戦

の
記
事
が
入
る

(
97
頁

4
～

98
頁

8
)
。

　　

ユ

〔
8
〕
梵
舜
本

「
神
木
御
帰
座
事
」
(
99
頁
)
と

し

て
改
章

。

1

〔
9
〕
以
下
は
梵
舜
本

に
は
な
し
。



45 長坂 内閣文庫蔵r神 木入洛記』

Shimboku-JurakukiintheNaikaku-Bunko(ATranscription)

ShigeyukiNAGASAKA

Summary

Shimboku-Jurakuki,writtenbyJinsonofDaijoh-in,Kohfuku-jiTemple,is

consideredtobeanextractedversionofTaiheiki.Thistranscriptionwill

behelpfultoknowthetextsofTaiheikiinthelaterfifteenthcentury.


